
平成３０年３月 ２ ６日

○条例

　

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例

小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

小田原市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

小田原市手数料条例の一部を改正する条例

小田原市競輪事業基金条例の一部を改正する条例

おだわら市民交流センター条例の一部を改正する条例

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例

小田原市国民健康保険事業運営基金条例の一部を改正する条例

小田原市後期高齢者医療に関する条例

　

の一部を改正する条例

小田原市介護保険条例の一部を改正する条例

小田原市保育所条例の一部を改正する条例

小田原市奨学基金条例の一部を改正する条例

小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例

小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例



小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市条例第１２号

　　

小田原市附属機関設置条例の一部を改正する条例

　

小田原市附属機関設置条例 （昭和５４年小田原市条例第１号） の一部を次のように改

正する。

　

別表市長の部おだわら男女共同参画プラン策定検討委員会の項の次に次のように加え

る。

小田原市女性

の活躍推進協

議会

地域の実情に応じた女性の職業生活における

活躍の推進に係る取組に関する事項につき、

市長の諮問に応じて調査審議し、 その結果を

報告し、 及び必要と認める事項について意見

を具申すること。

１５人以内

別表市長の部小田原市食育推進計画策定検討委員会の項の次に次のように加える。

小田原市自殺

対策計画策定

検討委員会

小田原市自殺対策計画の策定に関する事項に

つき、 市長の諮問に応じて調査審議し、 その

結果を報告し、 及び必要と認める事項につい

て意見を具申すること。

２０人以内

別表市長の部小田原市立病院運営審議会の項の次に次のように加える。

小田原市立病

院再整備基本

構想策定検討

委員会

小田原市立病院再整備基本構想の策定に関す

る事項につき、 市長の諮問に応じて調査審議

し、 その結果を報告し、 及び必要と認める事

項について意見を具申すること。

１４人以内

別表市長の部小田原市消防賞じゅつ金等審査委員会の項の次に次のように加える。



小田原市消防

庁舎再整備事

業庁舎設計事

業者選定委員

会

消防庁舎再整備事業に係る庁舎設計業務を行

う事業者の選定等に関する事項につき、 市長

の諮問に応じて審査し、 その結果を報告し、

及び必要と認める事項について意見を具申す

ること。

５人以内

　

附

　

則

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



　

小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第１３号

　　

小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市非常勤の特別職職員の報酬等に関する条例 （昭和４４年小田原市条例第５４

号） の一部を次のように改正する。

　

別表第３小田原市食育推進計画策定検討委員会の項の次に次のように加える。

小田原市自殺対策計画策定検討委員会

委員長 １ ０， ８ ０ ０円

副委員長 １ ０， ３ ０ ０円

委員 １０， ０ ００円以内

別表第４産業医連携臨床心理士の項の次に次のように加える。

審 理 員

　　　　　　　　　　　　　　　

１日 額

　　　

－

　　　　　　

３ ０， ０ ００円

別表第４母子・父子自立支援員の項中 「２０ ６， ０ ００円」 を 「２１７， ５５０円」

に改め、 同表学校運営協議会委員の項の次に次のように加える。

部 活動 指 導員

　　　　　　　　　　　　　

ー日 額

　　　

１

　　　　

８， ０ ００円以内

　

附

　

則

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第１４号

　　

小田原市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市職員の給与に関する条例 （昭和３７年小田原市条例第５号） の一部を次のよ

うに改正する。

第２条中 「管理職手当」 の次に 「、 管理職員特別勤務手当」 を加える。

第８条第２項第２号中 「及び孫」 を削り、 同項中第５号を第６号とし、 第４号を第５

号とし、 第３号を第４号とし、 第２号の次に次の１号を加える。

　

（３） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

第８条第３項を次のように改める。

３

　

扶養手当の月額は、 前項第１号に該当する扶養親族 （以下 「扶養親族たる配偶者」

　

と い う。 ） につ い て は １ ０， ７ ００円、 同項第２号に該当する扶養親族 （以下 「扶養

親族たる子」 という。） については１人につき ９， ３ ００円 （職員に配偶者がない場

合にあっては、 そのうち１人については１０， ２ ００円）、 同項第３号から第６号ま

でのいずれかに該当する扶養親族 （以下 「扶養親族たる父母等」 という。） について

　

は１人につき７， ８ ００円 （職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、

そのうち１人については９， ２００円） とする。 この場合において、 扶養親族たろ子

又は扶養親族たる父母等がある職員 （これらの扶養親族の人数の合計数が２人を超え

　

る職員に限る。） であって次の各号に掲げる場合に該当するものに係る扶養手当の月

額は、 この項前段に規定する額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

　

（１） 扶養親族たる子がない場合

　

扶養親族たる父母等について２人を超える者１人に

　

つ き １， ３ ０ ０円

　

（２） 扶養親族たる子の数が１人の場合

　

扶養親族たる父母等について１人を超える者

　

１人 に つき １， ３ ０ ０円

　

（３） 扶養親族たる子の数が２人以上の場合

　

扶養親族たる父母等について１人につき



　

１， ３ ００円

　

第９条第１項各号列記以外の部分中 「該当する」 を 「掲げる」 に改め、 同項第２号中

「前条第２項第２号又は第４号」 を 「扶養親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第

５号」 に改め、 同項第３号及び第４号中 「扶養親族たる子、 父母等」 を 「扶養親族たろ

子又は扶養親族たる父母等」 に改め、 同条第２項中 「扶養親族がない」 を削り、 「前項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

第１号」 を 「扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員

に同項第１号」 に、 「すべて」 を 「全て」 に改め、 同条第３項を次のように改めろ。

３

　

扶養手当は、 次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合又は扶養手当を受けて

　

いる職員について第１項第３号若しくは第４号に掲げる事実が生じた場合においては、

　

これらの事実が生じた日の属する月の翌月 （これらの日が月の初日であるときは、 そ

　

の日の属する月） からその支給額を改定する。 前項ただし書の規定は、 第１号に掲げ

　

る事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定 （扶養親族たる子で第１項の規

定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有す

　

るに至った場合における当該扶養親族たろ子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶

養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び

扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者

又は扶養親族たろ子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶

養手当の支給額の改定を除く。）、 扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たろ子

で第１項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合に

おける当該扶養親族たろ子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている

職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であっ

て扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員

　

となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定につい

て準用する。

　

（１） 扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合

　

（２） 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係るものの一

　

部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

　

（３） 職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定期間にあ

　

る子でなかった者が特定期間にある子となった場合

別表第６中 「又は副園長」 を 「、 副園長又は担当監」 に改めろ。



　

附

　

則

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第１５号

　　　

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

　

小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例 （平成２年小田原市条例第２号） の一部を

次のように改正する。

　

第１６条第１項中 「の間をいう」 の次に 「。 以下この条において同じ」 を加え、 同条

に次の１項を加える。

３

　

前項の規定にかかわらず、 小田原市職員の給与に関する条例第１８条の規定により

　

管理職手当を支給される職員に対する夜間医療等手当の額は、 前項の規則で定める額

　

に勤務１時間につき同条例第１６条に規定する勤務１時間当たりの給与額の１００分

　

の ２５に相当する額を加算した額とする。 この場合において、 当該相当する額に５０

　

銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、 ５０銭以上１円未満の端数を生じたと

　

きはこれを１円に切り上げるものとする。

　

附則第４項第３号中 「１０， ０００円」 を 「２０， ０ ００円」 に改め、 同項中第６号

を第７号とし、 第５号を第６号とし、 第４号を第５号とし、 第３号の次に次の１号を加

え る。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・

　

（４） 宿直勤務又は日直勤務において診療に従事した市立病院診療部に勤務する医師

　　

（前号に掲げる職員を除く。）

　

１勤務につき

　

１０， ０００円

　

附

　

則

　　　　　　　　　　　　

，

　

（施行期日等）

１

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。

２

　

改正後の第１６条の規定は、 正規の勤務時間 （小田原市職員の勤務時間、 休暇等に

　

関する条例 （昭和２６年小田原市条例第１７７号） 第８条第１項に規定する正規の勤

　

務時間をいう。） による勤務の全部又は一部が平成２９年３月３１日の午後１０時以

　

後に行われた勤務について適用する。



　

（夜間医療等手当の内払）

　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｊ

３

　

改正後の小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合において

は、 改正前の小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された

夜間医療等手当は、 改正後の小田原市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による

夜間医療等手当の内払とみなす。

　

（経過措置）

４

　

改正後の附則第４項の規定は、 この条例の施行の日以後に開始する宿直勤務又は日

直勤務について適用し、 同日前に開始する宿直勤務又は日直勤務については、 なお従

前の例による。



小田原市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第１６号

　　

小田原市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

　

（小田原市職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第１条

　

小田原市職員の退職手当に関する条例 （昭和２６年小田原市条例１６０号） の

一部を次のように改正する。

　

附則第３項中 「４９． ５ ９」 を 「４７． ７０９」 に改める。

　

附則第４項中 「１００分の８７」 を 「１００分の８３， ７」 に改める。

　

附則第６項中 「第１２項まで」 を 「第１２項までの規定」 に、 「及び第６項」 を

　

「及び第６項の規定」 に改め、 「にそれぞれ１００分の８７ （当該勤続期間が２０年

　

以上の者 （傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者及び３７年以上の

者で公務によらない傷病により退職したものを除く。） にあっては、 １０４分の

　

８７） を乗じて得た額」 を削り、 「、 附則第３項及び第４項」 を 「並びに附則第３項

及び第４項の規定」 に、 「附則第１１項」 を 「附則第１１項の規定」 に改める。

　

（小田原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条

　

小田原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 （平成１８年小田

原市条例第１３号） の一部を次のように改正する。

　

附則第２項中 「第５項まで」 を 「第５項までの規定」 に、 「１００分の８７」 を

　

「１ ０ ０分の８ ３． ７」 に、 「１ ０４分 の ８ ７」 を 「１０４分の８ ３， ７」 に、

　

「、 附則第３項及び第４項」 を 「並びに附則第３項及び第４項の規定」 に改める。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市手数料条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第１７号

　　

小田原市手数料条例の一部を改正する条例

小田原市手数料条例 （平成１２年小田原市条例第８号） の一部を次のように改正する。

第４条中 「で、 手数料を徴収するもの及びその額」 を 「に係る手数料」 に、 同条第

３ 号ウ中 「５

　

３ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「５

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号エ（ァ）中

「 ８

　

３

　

０ ， ０

　

０

　

０

　

円 」

　

を 「 ８

　

８

　

０ ， ０

　

０

　

０

　

円」

　

に 改 め、 同 号 エ （イ） 中

「１， ０ １ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「１， ０

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号エ（ウ）中

「１， １ ２ ０， ０ ０

　

０ 円」 を 「１， ２ ０ ０， ０ ０ ０ 円」 に 改 め、 同 号 エ（工）中

「１， ４

　

２ ０， ０ ０

　

０ 円」 を 「１， ５

　

２ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号エ（ォ）中

「１， ６

　

６

　

０， ０ ０

　

０ 円」 を 「１， ７ ８

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号エ（力）中

「３， ８

　

８

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「４， ０

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 に 改 め、 同 号 エ（キ）中，

「５， １ ０ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「５， ３ ４ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号エ（ク）中

「６， ２

　

９

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「６， ４ ９ ０， ０

　

０ ０ 円」 に改め、 同号オ（ァ）中

「１， １ ３

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「１， １ ８ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（イ）中

「１， ３

　

４ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「１， ４ １ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（ゥ）中

「１， ５

　

０ ０， ０ ０

　

０ 円」 を 「１， ５

　

８

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（工）中

「１， ８

　

３ ０， ０ ０

　

０ 円」 を 「１， ９ ４ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（オ）中

「２， １ ４ ０， ０ ０

　

０ 円」 を 「２， ２ ６

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（力）中

「４， ３

　

５

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「４， ５

　

５ ０， ０ ０ ０円」 に改め、 同号オ（キ）中

「５， ５

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「５， ８

　

２ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（ク）中

「６， ７

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「７， ０

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号力（ァ）中

「５， ７

　

５

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「５， ９

　

３

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号力（ィ）中

「７， ２

　

５

　

０， ０ ０

　

０ 円」 を 「７， ４

　

７

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号力（ウ）中

「１ ０， ７ ０ ０， ０ ０ ０ 円」 を ．「１ ０， ９ ０ ０， ０ ００円」 に改め、 同条第４号オ（ァ）



中 「
、
．０， ９ ５」 を 「０． ９５」 に改め、 同条第１５号ウ（ァ）中 「４１０， ０００円」

を 「４

　

２

　

０ ， ０

　

０

　

０ 円」 に 改 め、 同 号 ウ（イ） 中 「５

　

４

　

０， ０

　

０

　

０ 円」 を

「 ５

　

６

　

０ ，

　

０

　

０

　

０

　

円 」 に 改 め、 同 号 ウ（ウ） 中 「７

　

０

　

０ ， ０

　

０

　

０

　

円」

　

を

「 ７

　

３

　

０ ，

　

０

　

０

　

０

　

円」 に 改 め、 同 号 ウ（工） 中 「９

　

２

　

０ ， ０

　

０

　

０

　

円」

　

を

「９

　

６

　

０ ， ０

　

０

　

０ 円」 に 改 め、 同 号 ウ（ォ）中 「１， ０

　

４

　

０， ０

　

０

　

０ 円」 を

「１， ０ ９

　

０， ０ ０ ０ 円」 に 改 め、 同 号 ウ（力）中 「１， ６

　

０

　

０， ０ ０ ０ 円」 を

「１， ６

　

６

　

０， ０ ０ ０ 円」 に 改 め、 同 号 ウ（キ）中 「１， ８

　

２ ０， ０ ０ ０ 円」 を

「１， ９ ０

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号ウ（ク）中 「２， ０

　

３

　

０， ０ ０ ０ 円」 を

「２， １ ２

　

０， ０

　

０

　

０ 円」 に 改 め、 同 号 エ（ァ）中 「４

　

９

　

０， ０

　

０

　

０ 円」 を

「５

　

３

　

０ ，

　

０

　

０

　

０

　

円」

　

に 改 め、 同 号 エ （イ） 中 「６

　

３

　

０ ， ０

　

０

　

０

　

円 」

　

を

「 ６

　

８

　

０ ，

　

０

　

０

　

０

　

円」

　

に 改 め、 同 号 エ （ウ） 中 「９

　

９

　

０ ， ０

　

０

　

０

　

円 」

　

を

「１， ０

　

３

　

０， ０ ０ ０ 円」 に 改 め、 同 号 エ（ェ）中 「１， ３ １ ０， ０ ０ ０ 円」 を

「１， ４ １ ０， ０ ０

　

０ 円」 に 改 め、 同 号 エ（オ）中 「１， ７

　

２ ０， ０ ０ ０ 円」 を

「１， ７ ８

　

０， ０ ０

　

０ 円」 に改め、 同号エ（力）中 「３， ３

　

２

　

０， ０ ０ ０ 円」 を

「３， ４ ３

　

０， ０ ０

　

０ 円」 に改め、 同号エ（キ）中 「４， ０

　

６

　

０， ０ ０ ０ 円」 を

「４， １ ９

　

０，
ｒｏ ｏ ｏ 円」 に改め、 同号エ（ク）中 「４， ６

　

５

　

０， ０ ０ ０ 円」 を

「４， ８ ０ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（ァ）中 「９， １ ０

　

０， ０ ０ ０ 円」 を

「９， ３ ２ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号オ（イ）中 「１ ２， ４ ０ ０， ０ ０ ０ 円」 を

「１ ２， ６ ０ ０， ０ ０ ０円」 に改め、 同号オ（ゥ）中 「１ ７， ０ ０ ０， ０ ０ ０円」 を

「１ ７， ３ ０ ０， ０ ００円」 に改め、 同条第１６号ア中 「第１５号ア」 を 「前号ア」 に

改め、 同号イ中 「第１５号イ」 を 「前号イ」 に改め、 同号ウ中 「第１５号ウ」 を 「前号

ウ」 に改め、 同号エ中 「第１５号エ」 を 「前号エ」 に改め、 同号オ中 「第１５号オ」 を

「前号オ」 に改め、 同条第１７号ア（ァ）中 「３１０， ００ ０円」 を 「３ ２ ０， ０ ０ ０

円」 に改め、 同号ア（イ）中 「４３ ０， ０ ０ ０円」 を 「４６ ０， ０ ００円」 に改め、 同号

ア（ウ）中 「７

　

２ ０， ０

　

０ ０ 円」 を 「７

　

５ ０， ０

　

０ ０ 円」 に改め、 同号ア（工）中

「９

　

６

　

０ ， ０

　

０

　

０ 円」 を 「１， ０

　

２

　

０ ， ０

　

０

　

０ 円」 に 改 め、 同 号ア（オ）中

「１， ２ １ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「１， ３ ０ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号ア（力）中

「２， ９

　

５

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「３， １ ５ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号ア（キ）中

「３， ６

　

２ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「３， ８

　

７ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号ア（ク）中

「４， １ ７

　

０， ０ ０

　

０ 円」 を 「４， ４ ６

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号イ（ァ）中



「２， ６

　

６

　

０， ０ ０ ０ 円」 を 「２， ６

　

９

　

０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号イ（イ）中

「３， １ ９ ０， ０ ０ ０ 円」 を 「３， ２

　

３ ０， ０ ０ ０ 円」 に改め、 同号イ（ウ）中

「４， ７ ９ ０， ０ ００円」 を 「４， ８３ ０， ０ ００円」 に改める。

第９条第９号中 「又は第１２項ただし書 （」 を 「、 第１２項ただし書又は第１３項た

だし書 （これらの規定を」 に改め、 同条第１．２号、 第１３号、 第２０号、 第２３号、 第

３ ２号、 第３７号及び第４８号中 「建ぺい率」 を 「建蔽率」 に改める。

　

附

　

則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市競輪事業基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市条例第１８号

　　

小田原市競輪事業基金条例の一部を改正する条例

小田原市競輪事業基金条例 （平成９年小田原市条例第３号） の一部を次のように改正

する。

第１条中 「及び管理」 を 「、 管理及び処分」 に改める。

第７条を第８条とし、 第６条の次に次の１条を加える。

　

（処分）

第７条

　

基金は、 その目的にかなう事業の財源に充てる場合に限り、 競輪事業特別会計

歳入歳出予算に計上してその一部を処分することができる。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



おだわら市民交流センター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第１９号

　　

おだわら市民交流センター条例の一部を改正する条例

　

おだわら市民交流センター条例 （平成２７年小田原市条例第１３号） の一部を次のよ

うに改正する。

　

第５条の見出しを 「（開館時間等）」 に改め、 同条中 「午後１０時まで」 を 「午後９

時３０分まで」 に改め、 同条ただし書を次のように改める。

　　

ただし、 会議室及び活動エリアを使用することができる時間 （次項において 「使用

　

時間」 という。） は、 午前９時から午後９時までとする。

第５条に次の１項を加える。

２

　

前項の規定にかかわらず、 指定管理者は、 特に必要があると認めるときは、 市長の

承認を得て臨時に開館時間又は使用時間を変更することができる。

第６条第１項第１号中 「月曜日」 を 「毎月第１月曜日」 に、 「次号」 を 「以下この

号」 に、 「を除く。」 を 「は、 その翌日以後最初の休日以外の日」 に改め、 同項第２号

を削り、 同項第３号中 「（前号に掲げる日を除く。）」 を削り、 同号を同項第２号とす

る。

　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′

別表第１中 「午後１０時」 を 「午後９時」 に改める。

　

附

　

則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

１

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。

２

　

この条例の施行の日前にされた使用の許可の申請に係る同日以後の施設の使用につ

　

いては、 改正後の第５条及び別表第１の規定にかかわらず、 なお従前の例による。



小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第２０号

　　

小田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例

小田原市国民健康保険条例 （昭和３４年小田原市条例第４号） の一部を次のように改

正する。

第１条中 「国民健康保険」 の次に 「の事務」 を加える。

第２条中 「国民健康保険運営協議会」 を 「法第１１条第２項の規定により設置された

国民健康保険運営協議会」 に改める。

　

第４条第１項第３号中 「あん摩マッサージ指圧師、 はり師、 きゅう師等に関する法律

（昭和２２年法律第１２７号）」 を 「あん摩マッサージ指圧師、 はり師、 きゆう師等に

関する法律 （昭和２２年法律第２１７号）」 に改める。

第７条第１項中 「第７２条の５」 を 「第７２条の５第１項」 に改める。

第１０条を次のように改める。

　

（保険料の賦課額）

第１０条

　

保険料の賦課額は、 次に掲げる額の合算額とする。

　

（１） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額 （国民健康保険法施行

　

令 （昭和３３年政令第３６２号。 以下 「令」 という。） 第２９条の７第１項第１号

　

に規定する基礎賦課額をいう。 以下同じ。）

　

（２） 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額（令第

　　

２ ９条の７第１項第２号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。 以下同

　　

じ。 ）

　

（３） 世帯主の世帯に属する被保険者のうち介護納付金賦課被保険者 （令第２９条の７

　

第１項第３号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。 以下同じ。） につき算定

　　

した介護納付金賦課額 （同号に規定する介護納付金賦課額をいう。 以下同じ。）

　

第１０条の２第１号及び第２号を次のように改める。



（１）当該年度における次に掲げる額の合算額

ア

　

療養の給付に要する費用 （一般被保険者に係るものに限る。） の額から当該給

　

付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、 入院時

　

生活療養費、 保険外併用療養費、 療養費、 訪問看護療養費、 特別療養費、 移送費、

　

高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用 （一般被保険者に係るも

　

のに限る。） の額の合算額

イ

　

国民健康保険事業費納付金（法第７５条の７第１項の国民健康保険事業費納付

　

金をいう。 以下この条において同じ。） の納付に要する費用 （神奈川県が行う国

　

民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、 神奈川県国民健康保険事業会計に

　

おいて負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等．（以下 「後期

　

高齢者支援金等」 という。） 及び介護保険法 （平成９年法律第１２３号） の規定

　

による納付金 （以下 「介護納付金」 という。） の納付に要する費用に充てる部分

　

を除く。） の額

　

ウ

　

法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

エ

　

法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要

　　　

ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　

する費用の額

オ

　

保健事業に要する費用の額

カ

　

アからオまでに掲げるもののほか、 小田原市国民健康保険事業特別会計におい

　

て負担する国民健康保険事業に要する費用 （国民健康保険の事務の執行に要する

　

費用を除く。） の額 （退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当

　

該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、 入

　

院時生活療養費、 保険外併用療養費、 療養費、 訪問看護療養費、 特別療養費、 移

　

送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに神奈川

　

県が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に

　

要する費用 （神奈川県国民健康保険事業会計において負担する後期高齢者支援金

　

等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。） 及び退職被保険者

　

等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。）

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額

ア

　

法第７４条の規定による補助金の額

イ

　

法第７５条の規定により交付を受ける補助金 （国民健康保険事業費納付金の納



　　

付に要する費用 （神奈川県国民健康保険事業会計において負担する後期高齢者支

　　

援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。 以下このイにお

　　

いて同じ。） に係るものを除く。） 及び同条の規定により貸し付けられる貸付金

　　　

（国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。） の額

　　

ウ

　

国民健康保険保険給付費等交付金 （法第７５条の２第１項の国民健康保険保険

　　

給付費等交付金をいう。 エにおいて同じ。） （退職被保険者等の療養の給付等に

　　

要する費用 （法第７０条第１項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。 以

　　

下同 じ。） に係るものを除く。） の額

　

エ

　

アからウまでに掲げるもののほか、 小田原市国民健康保険事業特別会計におい

　　

て負担する国民健康保険事業に要する費用 （国民健康保険の事務の執行に要する

　　

費用を除く。） のための収入 （法附則第９条第１項の規定により読み替えられた

　　

法第７２条の３第１項の規定による繰入金及び国民健康保険保険給付費等交付金

　　　

（退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。） を除く。）

　　

の 額

第１１条中 「、 当該世帯に」 を 「、 世帯主の世帯に」 に、 「ときは」 を 「場合には」

に改める。

第１５条中 「、 当該」 を 「、 世帯主の」 に改める。

第１５条の５中 「第２９条の７第２項第１０号」 を 「第２９条の７第２項第９号」 に

改める。

　

第１５条の５の２第１号及び第２号を次のように改める。

　

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 （神奈川県国民

　

健康保険事業会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充て

　　

る部分であって、 神奈川県が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。

　

次号において同じ。） の額

　

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額

　　

ア

　

法 第 ７５条の規定により交付を受ける補助金 （国民健康保険事業費納付金の納

　　

付に要する費用に係るものに限る。） 及び同条の規定により貸し付けられる貸付

　　　

金 （国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。） の額

　　

イ

　

アに掲げるもののほか、 小田原市国民健康保険事業特別会計において負担する

　　　

国民健康保険事業に要する費用 （国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用



　　

に限る。） のための収入 （法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

　　　

７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。） の額

第１５条の５の３中 「うち」 の次に 「一般被保険者に係る」 を加え、 「、 当該世帯

に」 を 「、 世帯主の世帯に」 に改める。

第１５条の５の７中 「、 当該」 を 「、 世帯主の」 に改める。

第１５条の５の１２中 「第２９条の７第３項第９号」 を 「第２９条の７第３項第８

　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

号」 に改める。

　

第１５条の６第１号及び第２号を次のように改める。

　

（１） 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用 （神奈川県国民

　

健康保険事業会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に

　

限る。 次号において同じ。） の額

　

（２） 当該年度における次に掲げる額の合算額

　　

ア

　

法 第 ７５条の規定により交付を受ける補助金 （国民健康保険事業費納付金の納

　　

付に要する費用に係るものに限る。） 及び同条の規定により貸し付けられる貸付

　　

金 （国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。） の額

　

イ

　

アに掲げるもののほか、 小田原市国民健康保険事業特別会計において負担する

　　

国民健康保険事業に要する費用 （国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用

　　　

に限る。） のための収入 （法附則第９条第１項の規定により読み替えられた法第

　　　

７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。） の額

　

第１５条の７中 「、 当該」 を 「、 世帯主の」 に改める。

　

第１５条の１１中 「第２９条の７第４項第９号」 を 「第２９条の７第４項第８号」 に

改める。

　

第１９条の２第１項第２号中 「２７万円」 を 「２ ７ 万５， ０ ００円」 に改め、 同項第

３号中 「４９万円」 を 「５０万円」 に改める。

　

第１９条の３中 「世帯主又は当該」 を 「世帯主の」 に、 「若しくは」 を 「又は」 に改

め る。

　　　　　　　　　　　　　

，

　

第１９条の５第１項第１号を次のように改める。

　

（１） 氏名、 住所並びに被保険者証の記号及び番号

　

第１９条の５第１項第２号中 「氏名」 の次に 「、 生年月日及び個人番号 （行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 （平成２５年法律第２７



号） 第２条第５項に規定する個人番号をいう。 以下同じ。）」 を加える。

第２５条第２項第１号を次のように改める。

　

（１） 氏名、 個人番号、 住所並びに被保険者証の記号及び番号

第２５条第２項第２号中 「納期限及び」 を 「納期ごとの」 に改める。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正後の第１０条の２、 第１５条の５の２、 第１５条の６及び第１９条の２の規定

　

は、
・平 成 ３０年度以後の年度分の保険料について適用し、 平成２９年度分までの保険

料については、 なお従前の例による。



小田原市国民健康保険事業運営基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第２１号

　　

小田原市国民健康保険事業運営基金条例の一部を改正する条例

　

小田原市国民健康保険事業運営基金条例 （平成４年小田原市条例第１号） の一部を次

のように改正する。

　

第１条中 「及び管理」 を 「、 管理及び処分」 に改める。

　

第２条中 「健全な」 を 「円滑な」 に改める。

第３条中 「、 国民健康保険事業特別会計」 を 「、 小田原市国民健康保険事業特別会

計」 に、 「国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算」を「小田原市国民健康保険事業特

別会計歳入歳出予算 （以下 「特別会計歳入歳出予算」 という。）」 に改める。

　

第５条中「国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算」を「特別会計歳入歳出予算」に

改める。

　

第７条中 「療養給付費、 療養費その他の国民健康保険事業に要する経費の支払財源が

不足する場合において、 当該不足額を埋めるための」 を 「国民健康保険事業の円滑な運

営を図るために必要な」 に、 「とき」 を 「場合」 に改め、 「限り」 の次に 「、 特別会計

歳入歳出予算に計上してその一部を」 を加える。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第２２号

　　

小田原市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例

小田原市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年小田原市条例第１号） の一部を次

のように改正する。

第３条第２号中 「第５５条第１項」 の次に 「（法第５５条の２第２項において読み替

えて準用する場合を含む。）」 を加え、 「同項」 を 「法第５５条第１項」 に、 「有して

いた被保険者」 を 「有していたもの」 に改め、 同条第３号中 「第５５条第２項第１号」

の次に 「（法第５５条の２第２項において読み替えて準用する場合を含む。）」 を加え、

「有していた被保険者」 を 「有していたもの」 に改め、 同条第４号中 「第５５条第２項

第２号」 の次に 「（法第５５条 の２第２項において読み替えて準用する場合を含

む。）」 を加え、 「有していた被保険者」 を 「有していたもの」 に改め、 同条に次の１

号を加える。

　

（５） 法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であって、 国民健康保険法

　　

（昭和３３年法律第１９２号） 第１１６条の２第１項又は第２項の規定により市内

　　

に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であったもの

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市条例第２３号

　　

小田原市介護保険条例の一部を改正する条例

小田原市介護保険条例 （平成１２年小田原市条例第１０号） の一部を次のように改正

する。

　

第５条第１項中 「平成２７年度から平成２９年度まで」 を 「平成３０年度から平成

３２年度まで」 に改め、 同項第６号ア中 「いう」 を 「いい、 租税特別措置法 （昭和３２

年法律第２６号） 第３３条の４第１項若しくは第２項、 第３４条第１項、 第３４条の２

第１項、 第３４条の３第１項、 第３５条第１項、 第３５条の２第１項又は第３６条の規

定の適用がある場合には、 当該合計所得金額から令第３８条第４項に規定する特別控除

額を控除して得た額とする」 に、 「この条」 を 「この項」 に改め、 同項第７号ア中

「１ ９０万円」 を 「２００万円」 に改め、 同項第８号ア中 「２９０万円」 を 「３００万

円」 に改め、 同条第２項中 「平成２７年度から平成２９年度まで」 を 「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」 に改める。

第１４条第１項ただし書中 「すべて」 を 「全て」 に、 「又は第３項」 を 「若しくは第

３項」 に、 「又は公的年金等支払報告書」 を 「又は同条第４項の公的年金等支払報告

書」 に改める。

附則第７条第１項中 「（昭和３２年法律第２６号）」 を削る。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 平成３０年４月 １日から施行する。
・

　

（経過措置）

２

　

改正後の第５条の規定は、 平成３０年度以後の年度分の保険料について適用し、 平

成２９年度以前の年度分の保険料については、 なお従前の例による。



小田原市保育所条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第２４号

　　

小田原市保育所条例の一部を改正する条例

　

小田原市保育所条例 （昭和３２年小田原市条例第１３号） の一部を次のように改正す

る。
Ｊ

　

第３条の表小田原市立江之浦保育園の項を削る。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



　　　　　　　　　　

．

　　　　　

／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

／

小田原市奨学基金条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市条例第２５号

　　

小田原市奨学基金条例の一部を改正する条例

小田原市奨学基金条例 （平成５年小田原市条例第３号） の一部を次のように改正する。

第１条中 「及び管理」 を 「、 管理及び処分」 に改める。

第２条中 「（通信制の課程を除く。）」 を削る。

第３条中 「寄付金」 を 「寄附金」 に改める。

　

附

　

則

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。



小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

　

一

小田原市条例第２６号

　　

小田原市立病院の診療報酬等に関する条例の一部を改正する条例

小田原市立病院の診療報酬等に関する条例 （昭和４１年小田原市条例第６０号） の－

部を次のように改正する。

別表第１中

非紹介患者初診料

診療報酬の算定方法の初診料及び診療
情報提供料 （１） の例により算定した．

額の合計額の１０分の３に相当する額
に１００分の１ ０ ８を乗じて得た額
（その額に１０円未満の端数があると
きは、 これを切り捨てた額）

特別外来診療料 １回

診療報酬の算定方法の診療所の場合の
再診料の例により算定した額から、 外
来診療料の例により算定した額を控除
して得た額に１００分の１０８を乗じ
て得た額 （その額に１０円未満の端数
があるときは、 これを切り捨てた額）

を

初診時選定療養費

　

．

５， ４

　

０

　

０

再診時選定療養費 １回 ２，

　

７，０

　

０

に改める。

　

附

　

則

この条例は、 平成３０年１０月１日から施行する。



小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成３０ 年

　

３

　

月 ２ ６日

小田原市長

　

加

　

藤

　

憲

小田原市条例第２７号

　　

小田原市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

　

小田原市消防団員等公務災害補償条例 （昭和４１年小田原市条例第４２号） の一部を

次のように改正する。

　

第２条中 「同法第３６条」 を 「これらの規定を同法第３６条第８項」 に、 「及び第

３６条」 を 「及び第３６条第８項」 に改める。

　

第５条第２項第１号中 「にあっては」 を 「には」 に、 「によって」 を 「により」 に、

「、 当該」 を 「当該」 に改め、 同項第２号中 「にあっては」 を 「には、」 に改め、 同条

第３項 中 「によって」 を 「により」 に、 「４ ３ ３ 円」 を 「３ ３ ３ 円」
．に、 「から第

５号」 を 「に該当する扶養親族については１人につき２ ６７円（非常勤消防団員等に第

１号に該当する者がない場合には、 そのうち１人については３３３円） を、 第３号から

第６号」 に、 「掲げる者」 を 「該当する者及び第２号に該当する扶養親族」 に、 「にあ

っては」 を 「には」 に、 「３６７円」 を 「３００円」 に改め、 同項第１号中 「届出をし

ていない」 を 「婚姻の届出をしない」 に改め、 同項第２号中 「及び孫」 を削り、 同項中

第５号を第６号とし、 第４号を第５号とし、 第３号を第４号とし、 第２号の次に次の１

号を加える。

　

（３） ２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫

第５条第４項中 「満１５歳」 を 「１５歳」 に、 「満２２歳」 を 「２２歳」 に改め、

「以下」 の次に 「この項において」 を加 える。

　

附

　

則

　

（施行期日）

１

　

この条例は、 平成３０年４月１日から施行する。

　

（経過措置）

２

　

改正後の第５条第３項の規定は、 この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じ



た損害補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年

金、 障害補償年金及び遺族補償年金 （以下この項において 「傷病補償年金等」 とい

う。） について適用し、 同日前に支給すべき事由の生じた損害補償 （傷病補償年金等

を除く。） 及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等

については、 なお従前の例による。


